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１１月１１日（火）第１日  午前１０時００分開議 

  出席議員  

  （仮議席） 

     １番  安 西 翔 平     ２番  濵 嵜 眞 琴 

     ３番  小 栗   賢     ４番  長 原 和 哉 

     ５番  小野藤   訓     ６番  宮 下 成 美 

     ７番  筧 本   語     ８番  上 本 雄一郎 

     ９番  平 本 美 幸    １０番  美 濃 英 俊 

    １１番  角 増 正 裕    １２番  古 居 俊 彦 

    １３番  長 坂 実 子    １４番  平 川 博 之 

    １５番  上 松 英 邦    １６番  浜 西 金 満 

 

  （議席の一部変更後） 

     １番  安 西 翔 平     ２番  濵 嵜 眞 琴 

     ３番  小 栗   賢     ４番  長 原 和 哉 

     ５番  小野藤   訓     ６番  宮 下 成 美 

     ７番  筧 本   語     ８番  上 本 雄一郎 

     ９番  平 本 美 幸    １０番  美 濃 英 俊 

    １１番  角 増 正 裕    １２番  古 居 俊 彦 

    １３番  長 坂 実 子    １４番  平 川 博 之 

    １５番  浜 西 金 満    １６番  上 松 英 邦 

 

 欠席議員 

     なし 

 

 本会議に説明のため出席した者の職氏名 

    市長       土手 三生    副市長      大濵  清 

    教育長      岡田  學    危機管理監    速山 政治 

    総務部長     奥田 修三    企画部長     畑河内 真 

    産業部長     佐野 数博    土木建築部長   東埜泰二郎 

    福祉保健部長   山田 浩之    市民生活部長   猪垣 英治 

    教育部長     矢野 圭一    消防長      米田 尋幸 

 

 本会議に職務のため出席した者の職氏名 

    議会事務局長    仁城 靖雄 

    議会事務局次長   奥村 克希 

    事務局専門員    流田 洋充 

 

 議事日程 
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  日程第１  仮議席の指定 

  日程第２  選挙第１号  議長の選挙 

 

  追加日程 

  日程第１  議席の指定 

  日程第２  会議録署名議員の指名 

  日程第３  会期の決定 

  日程第４  選挙第２号  副議長の選挙 

  日程第５  常任委員の選任について 

  日程第６  議会運営委員の選任について 

  日程第７  選挙第３号  広島県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙 

  日程第８  選挙第４号  広島県水道広域連合企業団議会議員選挙 

  日程第９  同意第３号  監査委員の選任につき同意を求めることについて 

  追加日程第１        議会広報特別委員会設置に関する決議案の提出につ 

               いて 

  追加日程第２ 閉会中の継続調査の申出の承認について 
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           開会（開議）  午前１０時００分 

 

○議会事務局長（仁城靖雄君）  本臨時会は、一般選挙後、最初の議会でございます。

議長の選挙がされるまでの間、地方自治法第１０７条の規定により、年長議員が臨時の

議長の職務を行うことになっております。 

 出席議員中、上松議員が年長の議員でありますので、御紹介を申し上げます。 

 上松議員、議長席にお着きをお願いをいたします。 

○臨時議長（上松英邦君）  皆様、おはようございます。 

 ただいま紹介されました上松英邦であります。 

 地方自治法第１０７条の規定により、臨時に議長の職務を行います。どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

 ただいまの出席議員数は１６名であります。 

 ただいまから、令和７年第４回江田島市議会臨時会を開きます。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

 なお、本日の臨時会に際して、報道関係者から録画、録音等の申出がありましたので、

江田島市議会傍聴規則第１４条の規定により、これを許可いたしました。 

 日程に先立ち、本臨時会に当たり土手市長から挨拶をしたい旨の申出がありましたの

で、これを許します。 

 土手市長。 

○市長（土手三生君）  皆様、改めておはようございます。 

 本日ここに議員各位の御参集をお願い申し上げ、令和７年第４回江田島市議会臨時会

を開会するに当たり、御挨拶を申し上げます。 

 まず初めに、このたびの江田島市議会議員選挙におきまして市民の皆様から心強い御

支援を受けられ、当選されました議員の皆様に心よりお祝いを申し上げます。誠におめ

でとうございます。 

 これから４年間、市民の皆様の負託に応えるべく、この島の活性化や子育て支援、福

祉の充実、防災対策など、様々な課題を一つ一つ丁寧に取り組まれ、次世代を担うこど

もたちに、この恵み豊かな江田島市を未来につないでいくことを大いに期待いたしてお

ります。 

 私もこの責任を果たすべく、議員の皆様との建設的な議論を重ねながら、未来志向の

市政運営に全力で取り組んでまいります。どうぞ議員各位の格別の御支援、御協力をよ

ろしくお願いいたします。 

 さて、国政におきましては、高市早苗自民党総裁が第１０４代内閣総理大臣に選ばれ、

憲政史上初の女性総理となりました。所信表明演説では、責任ある積極財政を掲げ、今

後、少子高齢化対策や地方創生、分権改革の推進をはじめ、物価高騰対策として積極的

な経済対策が打ち出されるものと期待をいたしております。 

 また、この日曜日に執行されました広島県知事選挙におきましては、こちらも憲政史

上初の女性リーダーとして横田美香知事が誕生いたしました。選挙戦では、若者や女性
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が住みたくなる地域づくり、次世代をつなぐ農林水産業の強化、地域の宝を生かした創

造性や文化、歴史を感じられる観光振興などの政策を掲げ、ふるさと広島の実りある新

時代に向けたメッセージを発信されております。 

 こうした国や県の動きを見ますと、今後大きな方向性としまして、地方の活躍と役割

の重要性が増してくるものと思っております。江田島市で推進につきましては、引き続

き人口減少、少子高齢化の波にあらがいながら、これから国政、県政において示される

具体の施策に呼応し、積極的に政策の展開を図るよう動向を注視してまいります。 

 どうぞ議員の皆様におかれましては、これから市政を担う一翼として、市民の皆様の

声を市政に届け、執行部とともに車の両輪となって、この島の未来を想像していただけ

れば幸いでございます。 

 結びに、議員各位の今後ますますの御健勝と御活躍を心から祈念し、改選後初議会で

の御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

日程第１  仮議席の指定 

 

○臨時議長（上松英邦君）  日程第１、仮議席の指定を行います。 

 仮議席は、ただいま御着席の議席といたします。 

 

日程第２  議長の選挙 

 

○臨時議長（上松英邦君）  日程第２、議長の選挙を行います。 

 選挙は投票によって行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

（議場を閉める） 

 ただいまの出席議員数は１６名です。 

 投票用紙を配付いたします。 

（投票用紙の配付） 

 念のため申し上げます。 

 投票は単記無記名であります。自席にて、投票用紙に被選挙人の氏名を記載してくだ

さい。 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱の点検をいたします。 

（投票箱の点検） 

 異状なしと認めます。 

 ただいまから、投票を行います。 

 １番 安西翔平議員から仮議席順に投票をお願いします。 

（投 票） 
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 投票漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 これより開票を行います。 

 会議規則第３１条第２項の規定により、立会人に１番 安西翔平議員、２番 濵嵜眞

琴議員、３番 小栗 賢議員を指名いたします。 

 開票の立会いをお願いいたします。 

（開 票） 

 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数１６票。 

 これは先ほどの出席議員数に符合しております。 

 そのうち有効投票１６票。 

 有効投票のうち上松英邦議員１５票、長坂実子議員１票。 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は４票です。したがって、私、上松英邦議員が議長に当選いた

しました。 

 議場の閉鎖を解きます。 

（議場を開く） 

 ただいま議長に当選しました私、上松議員に、会議規則第３２条第２項の規定により、

当選の告知をいたします。 

 また、その当選を承諾し、皆様に御挨拶いたします。 

○議長（上松英邦君）  このたび議員各位の御推挙によりまして江田島市議会議長の

大役を仰せつかりました上松英邦です。その重責に身の引き締まる思いでいっぱいでご

ざいます。心から感謝を申し上げます。 

 私たち市議会は、市民の皆様から直接選ばれた議員で構成されるまさに市民の代表で

す。一方で、市長も市民の代表として行政を担っておられます。この二元代表制の下、

議会と執行部がそれぞれの役割を尊重しながら建設的な議論を重ねることがよりよい江

田島市の発展につながるものと確信しております。 

 私自身、常に謙虚な姿勢を忘れず、議員の皆様お一人お一人のお力をいただきながら、

開かれた親しみやすい議会運営を心がけてまいります。そして、市民の皆様の声に真摯

に耳を傾け、希望と活力にあふれる江田島市の実現に向けて誠心誠意努めてまいります。  

 議員の皆様方におかれましては、どうかこれまで以上の御支援と御協力を心よりお願

い申し上げ、就任の挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございます。  

○臨時議長（上松英邦君）  以上で臨時議長の職務は全て終了いたしました。 

 よって、議長と交代いたします。 

 御協力ありがとうございました。 

 この際、暫時休憩といたします。 

（臨時議長、議長と交代） 
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                           （休憩 １０時１８分） 

                           （再開 １０時３０分） 

○議長（上松英邦君）  休憩前に引き続き、日程を追加し、会議を再開いたします。 

 日程はお手元に配付したとおりであります。 

 

日程第１  議席の指定 

 

○議長（上松英邦君）  日程第１、議席の指定を行います。 

 議席は、会議規則第４条第１項の規定により、議長において指定いたします。  

 １番から１４番まではただいまの着席のとおりとし、１５番を１６番とし、１６番を

１５番とする席を議席として指定いたします。 

 それでは、議席の指定を配付いたします。配付後、それぞれの議席へお着き願います。 

 この際、暫時休憩いたします。 

                           （休憩 １０時３１分） 

                           （再開 １０時３２分） 

○議長（上松英邦君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

日程第２  会議録署名議員の指名 

 

○議長（上松英邦君）  日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、議長において、１番  

安西翔平議員、２番 濵嵜眞琴議員を指名いたします。 

 

日程第３  会期の決定 

 

○議長（上松英邦君）  日程第３、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りします。 

 本臨時会の会期は、本日１日限りにしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日１日限りに決定いたしました。 

 

日程第４  副議長の選挙 

 

○議長（上松英邦君）  日程第４、副議長の選挙を行います。 

 選挙は投票によって行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

（議場を閉める） 
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 ただいまの出席議員数は１６名です。 

 投票用紙を配付いたします。 

（投票用紙の配付） 

 念のため申し上げます。 

 投票は単記無記名であります。自席にて、投票用紙に被選挙人の氏名を記載してくだ

さい。 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱の点検をいたします。 

（投票箱の点検） 

 異状なしと認めます。 

 ただいまから、投票を行います。 

 １番 安西翔平議員から、議席順に投票を願います。 

（投 票） 

 投票漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 これより開票を行います。 

 会議規則第３１条第２項の規定により、立会人に４番 長原和哉議員、５番 小野藤

訓議員、６番 宮下成美議員を指名いたします。 

 開票の立会いをお願いします。 

（開 票） 

 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数１６票。 

 これは先ほどの出席議員数に符合しております。 

 そのうち有効投票１６票、無効投票ゼロ票。 

 有効投票のうち長坂実子議員１４票、美濃英俊議員１票、上本雄一郎議員１票。 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は４票です。したがって長坂実子議員が副議長に当選されまし

た。 

 議場の閉鎖を解きます。 

（議場を開く） 

 ただいま副議長に当選された長坂実子議員が議場におられます。会議規則第３２条第

２項の規定により当選の告知をいたします。 

 長坂議員、当選承諾及び挨拶をお願いいたします。 

 長坂議員。 

○副議長（長坂実子君）  ただいま副議長に選任いただきました長坂実子です。御信
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任をいただき、心より感謝申し上げます。 

 議長を支えて円滑な議会運営に努めてまいります。そして、市民の皆様の声を受け止

める立場といたしまして、議会運営がより開かれたものとなるように努めてまいります

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

日程第５  常任委員の選任 

 

○議長（上松英邦君）  日程第５、常任委員の選任を行います。 

 常任委員の選任については、委員会条例第８条第１項の規定により、議長において、

総務文教常任委員に上松英邦議員、平川博之議員、平本美幸議員、筧本 語議員、宮下

成美議員、小野藤訓議員、小栗 賢議員、安西翔平議員。 

 産業厚生常任委員に浜西金満議員、長坂実子議員、古居俊彦議員、角増正裕議員、美

濃英俊議員、上本雄一郎議員、長原和哉議員、濵嵜眞琴議員。 

 予算決算常任委員に全議員をそれぞれ指名いたします。 

 この際、暫時休憩いたします。 

                           （休憩 １０時４５分） 

                           （再開 １１時４０分） 

○議長（上松英邦君）  それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程に先立ち、各常任委員会の委員長及び副委員長が互選されましたので報告いたし

ます。 

 総務文教常任委員会、委員長 宮下成美議員、副委員長 平本美幸議員。 

 産業厚生常任委員会、委員長 上本雄一郎議員、副委員長 古居俊彦議員。 

 予算決算常任委員会、委員長 長坂実子議員、副委員長 宮下成美議員。 

 以上であります。 

 

日程第６  議会運営委員の選任 

 

○議長（上松英邦君）  日程第６、議会運営委員の選任を行います。 

 議会運営委員の選任については、委員会条例第８条第１項の規定により、議長におい

て、平川博之議員、古居俊彦議員、美濃英俊議員、平本美幸議員、上本雄一郎議員、宮

下成美議員を指名いたします。 

 この際、暫時休憩いたします。１３時まで休憩といたします。 

                           （休憩 １１時４２分） 

                           （再開 １３時００分） 

○議長（上松英邦君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程に先立ち、議会運営委員会の委員長及び副委員長が互選されましたので報告いた

します。 

 議会運営委員会、委員長 上本雄一郎議員、副委員長 宮下成美議員。 

 以上であります。 
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日程第７  広島県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙 

 

○議長（上松英邦君）  日程第７、広島県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙を行

います。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定による、指名推選により

行いたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は、指名推選によることに決定いたしました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、議長において指名することに決定いたしました。 

 広島県後期高齢者医療広域連合議会議員に、古居俊彦議員を指名いたします。 

 お諮りします。 

 ただいま、議長において指名いたしました古居俊彦議員を当選人と定めることに御異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました古居俊彦議員が広島県後期高齢者医療広域連合議

会議員に当選されました。 

 古居俊彦議員が議場におられます。会議規則第３２条第２項の規定により、当選の告

知をいたします。 

 

日程第８  広島県水道広域連合企業団議会議員選挙 

 

○議長（上松英邦君）  日程第８、広島県水道広域連合企業団議会議員選挙を行いま

す。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定による、指名推選により

行いたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は、指名推選によることに決定いたしました。 

 お諮りします。 
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 指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、議長において指名することに決定いたしました。 

 広島県水道広域連合企業団議会議員に、上本雄一郎議員を指名いたします。 

 お諮りします。 

 ただいま、議長において指名いたしました上本雄一郎議員を当選人と定めることに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました上本雄一郎議員が広島県水道広域連合企業団議会

議員に当選されました。 

 上本雄一郎議員が議場におられます。会議規則第３２条第２項の規定により、当選の

告知をいたします。 

 

日程第９  同意第３号 

 

○議長（上松英邦君）  日程第９、同意第３号 監査委員の選任につき同意を求める

ことについてを議題といたします。 

 本案は、地方自治法第１１７条の規定により、除斥に該当すると認められますので、

平川博之議員の退場を求めます。 

（平川博之議員退場） 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 土手市長。 

○市長（土手三生君）  ただいま上程されました同意第３号 監査委員の選任につき

同意を求めることについてでございます。 

 令和７年１０月３１日付で任期満了となった江田島市監査委員、浜西金満さんの後任

として、平川博之さんを選任したいので、地方自治法第１９６条第１項の規定により、

議会の議決を求めるものでございます。御同意賜りますよう、何とぞよろしくお願いい

たします。 

○議長（上松英邦君）  これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、人事に関することでありますので、委員会付託及び討論を省略し、直ちに採

決に入ります。 
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 本案は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。 

 平川博之議員の入場を求めます。 

（平川博之議員入場） 

 この際、暫時休憩いたします。 

                           （休憩 １３時０６分） 

                           （再開 １３時０６分） 

○議長（上松英邦君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 先ほど議会運営委員会委員長から議会広報特別委員会設置に関する決議案の提出があ

りました。 

 この際、これを日程に追加をし、議会広報特別委員会設置に関する決議案の提出につ

いてを追加日程第１としたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、議会広報特別委員会設置に関する決議案の提出についてを追加日程第１とし

て日程に追加することに決定いたしました。 

 先ほど総務文教常任委員会委員長、産業厚生常任委員会委員長から、所管事務調査を

閉会中の継続調査としたい旨の申出が、また、議会運営委員会委員長から所掌事務調査

を閉会中の継続調査としたい旨の申出がありました。 

 この際、これを日程に追加をし、閉会中の継続調査の申出の承認についてを追加日程

第２といたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、閉会中の継続調査の申出の承認についてを追加日程第２として日程に追加す

ることに決定いたしました。 

 

追加日程第１  発議第６号 

 

○議長（上松英邦君）  追加日程第１、発議第６号 議会広報特別委員会設置に関す

る決議案の提出についてを議題といたします。 

 提出者から趣旨説明を求めます。 

 上本議会運営委員会委員長。 

○８番（上本雄一郎君）  発議第６号。 

 議会広報特別委員会設置に関する決議案の提出について。 

 地方自治法第１１２条及び江田島市議会会議規則第１４条第２項の規定により提出し
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ます。 

 令和７年１１月１１日、江田島市議会議長 上松英邦様。 

 提出者 議会運営委員会委員長 上本雄一郎。 

 提案理由。 

 議会広報の発刊、広聴及び議会ホームページの拡充に関する調査を行う必要があるた

め、議会広報特別委員会を設置する。 

 議会広報特別委員会設置に関する決議案。 

 次のとおり議会広報特別委員会を設置する。 

 １、名称 議会広報特別委員会。 

 ２、設置の根拠 地方自治法第１０９条及び江田島市議会委員会条例第６条。 

 ３、調査事項 議会広報の発刊、広聴及び議会ホームページの拡充に関する調査。 

 ４、委員の定数 ６人の委員をもって構成する。 

 ５、調査期限 ３に掲げる調査が終了するまで。なお、閉会中においても継続調査を

行う。 

 以上でございます。 

○議長（上松英邦君）  以上で趣旨説明を終わります。 

 本案については、質疑・討論はないものと思われますので、これより直ちに採決を行

います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 議会広報特別委員の選任については、委員会条例第８条第１項の規定により、議長に

おいて、美濃英俊議員、筧本 語議員、宮下成美議員、小野藤訓議員、濵嵜眞琴議員、

安西翔平議員を指名いたします。 

 この際、暫時休憩いたします。 

                           （休憩 １３時１２分） 

                           （再開 １３時３１分） 

○議長（上松英邦君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程に先立ち、議会広報特別委員会の委員長及び副委員長が互選されましたので報告

いたします。 

 議会広報特別委員会、委員長 美濃英俊議員、副委員長 筧本 語議員。 

 以上であります。 

 

追加日程第２  閉会中の継続調査の申出の承認について 

 

○議長（上松英邦君）  追加日程第２、閉会中の継続調査の申出の承認についてを議

題といたします。 

 内容は、お手元に配付しております会議規則第１０４条の規定による総務文教常任委
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員会委員長、産業厚生常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長から閉会中の継続調

査の申出のとおりです。 

 お諮りします。 

 それぞれの委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、それぞれの委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しま

した。 

 

閉 会 

 

○議長（上松英邦君）  以上をもって、本臨時会に付議された案件の審議は全て終了

いたしました。 

 これで、令和７年第４回江田島市議会臨時会を閉会いたします。 

 皆さん、御苦労さまでした。 

                            （閉会 １３時３３分） 
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